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「災害発生時に支援していただける企業を募集します」
の一部修正します。

平成２７年４月１０日に記者発表いたしました「災害発生時に支援していただける企
業を募集します」について、一部を修正しましたので、お知らせいたします。

修正内容
「河川災害及び土砂災害応急対策活動等に関する基本協定募集要項」の基本協定締

結説明書の「２．応募資格」を次のとおり修正いたいます。

２．応募資格
（２） 中国地方整備局（港湾空港関係を除く。）における平成 27・28 年度「一般

土木工事」、「維持修繕工事」、「機械設備工事」、「電気設備工事」、「通信設備
工事」に係わる一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平
成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又
は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

※赤字の箇所を追記しました。

詳細については、別紙添付資料または、ホームページをご覧ください。

中国地方整備局 http://www.cgr.mlit.go.jp/

太田川河川事務所 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

広島県広島市中区八丁堀３－２０

TEL （０８２）２２１－２４３６（代表）

FAX （０８２）２２３－１８８５

担当者 副所長(管理) 江角 信良 （内線２０５）
え す み のぶよし

建設専門官 西村 昌己 （内線４０４）
にしむら まさ み
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河川災害及び土砂災害応急対策活動等に関する基本協定 募集要領

「河川災害及び土砂災害応急対策活動等に関する基本協定」について、下記により基本

協定締結希望者を募集いたしますので、基本協定の締結を希望される方は下記基本協定締

結説明書により技術資料の提出をお願いいたします。

基 本 協 定 締 結 説 明 書

１．協定概要

（１）協 定 名 河川災害及び土砂災害応急対策活動等に関する基本協定

（２）活動場所 太田川河川事務所において管理する一級河川 太田川及び小瀬川の各

大臣管理区間（別図－１）並びに広島西部山系砂防区域（別図－２）

における災害応急対策活動等への協力を原則とするが、大規模災害発

生時においては、この限りではない。

（３）活動内容 太田川河川事務所所管施設において災害が発生、又は発生するおそれ

がある場合の被害の拡大防止と被害施設の早期復旧のため、貴社で保

有される建設機械、資材及び労力等により応急対策活動を実施するも

の。

（４）協定期間 平成２７年６月１日 ～ 平成２９年５月３１日【２ヶ年】

２．応募資格

応募資格は、以下のとおりとします。

（１） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）第

70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

（２） 中国地方整備局（港湾空港関係を除く。）における平成27・28年度「一般土

木工事」、「維持修繕工事」、「機械設備工事」、「電気設備工事」、「通信設備工

事」に係わる一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14

年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基

づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受

けた者を除く。）でないこと。

（４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続

「以下のページは４月１０日記者発表から修正ありませんので省略します」
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